
 

 １款１項１目一般管理費につきましては、

363万7,000円を追加し、1,619万3,000円といた

すものでございます。これは後期高齢者医療制

度の創設に伴い高額介護サービス費支給制度な

どの変更が予定されておりますことから、シス

テム構築経費として計上するものであります。 

 ６款１項２目償還金につきましては、介護給

付費負担金の過年度分精算金などの返還が必要

となったことから4,852万円を追加し、１項償

還金及び還付加算金の合計を4,867万円といた

すものでございます。 

＋

 以上であります。よろしくご審議賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

 平成１９年度長井市各会計補正予算 

 に関する総括質疑 

 

 

○安部 隆委員長 概要の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 ここで、総括質疑の発言通告がありますので、

順次ご指名いたします。 

 

 

 蒲生吉夫委員の総括質疑 

 

 

○安部 隆委員長 順位１番、議席番号17番、蒲

生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 おはようございます。 

 通告しております３点についてご質問を申し

上げたいと思いますが、最初に、第３次介護保

険事業の進め方と問題点についてということで、

昨年、18年度から第３次の介護保険事業が開始

されたわけですけれども、その中で、いわゆる

大きな改正があって、とてもわかりにくいとい

うことでは、被保険者にわかりやすいようにパ

ンフレットをつくってもらえないかということ

で議会で提言したところ、早速つくっていただ

いて本当に感謝したいと思います。こういう判

でしたね。こういう判で、全戸配布になったの

は、私がいただいたのは３色刷りと呼ぶのでし

ょうかね、一般に配られたのは単色ですけれど

も、中身は同じものだったというふうに思いま

す。 

 大きく変化したところというのは、ちょうど

この表紙の裏に４つに分けて書いてあるんです

ね。予防事業がスタートするぞということと、

あと自立支援するためのいわゆる地域密着型の

事業をしていくぞというのが２つ目、それとサ

ービスの質を向上させるためにはやっぱりケア

マネージャーの質を上げていく事業をやってい

くぞと、もう一つは、保険料の制度が変わって

いくぞと、それは17年度までは５段階にされて

いたものを今度は６段階にということでは、こ

この部分はやはり第２期事業までの６年間やっ

てきた中での反省に基づいてというふうになる

んだというふうに思います。 

 そこで、私は、最も重要視しているのは予防

事業だと思います。長井市はミニデイサービス

事業などをやりながら極めて予防事業をこの制

度ができる前から重視してきたんですね。とこ

ろが、費用的には国保とどこかの予算でしたね、

健康課の方の予算と国保事業との抱き合わせで

のミニデイサービス事業をしてきたんだと思い

ます。今回18年度からの介護保険事業では、そ

この部分がいわゆる介護保険事業でできるよう

になったわけですね。広げたところがあると思

うんです、ミニデイサービス事業以外に。そう

いうところのまず前年度１年間やってきた中で

の成果というか、そういうものがあったんでは

ないかと思うんですね。というのは、そこがは

っきりしないと、来年度またこの介護保険事業

の制度改定の年になるんですね、来年度、それ

を検討する年になるんです。その意味では、初
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年度の昨年の予防事業でどのような成果が生ま

れてきたかを福祉事務所長にお聞かせ願いたい

と思います。 

○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 お答えします。 

＋ ＋

 介護予防事業につきましては、特定高齢者な

どの方をピックアップいたしまして事業を進め

てきておりますけれども、なかなか事業に参加

される方が少ないというのが現状のようでござ

いますけれども、その中で、事業としましては、

例えば足腰若がえり教室とか転倒骨折予防・元

気はつらつ教室、元気アップ教室、それから栄

養改善事業としては高齢者の栄養バランス教室

とか口腔機能向上事業ということでさわやか健

口教室などを開催しております。それで、例え

ば足腰若返り教室につきましては、トレーニン

グマシン、自転車をこぐような機械があるんで

すけれども、こういったものを使いまして、週

２回３カ月間、理学療法士の指導によって継続

した運動を行ったりして運動機能の改善を図る

ということで、平成18年度につきましては１回、

平成19年度につきましては２回ほど実施してお

ります。 

 そういったことで、今申し上げましたいろん

なはつらつ教室やら元気アップ教室なども実際

大体２回から４回ぐらいずつ行っておるわけで

ございますが、ただ先ほど申し上げましたよう

に、事業に参加される方の方がまだ少ないとい

うこともございます。それからまず身近な地域

性を考慮した会場の確保もまたスムーズにいっ

てないようでございます。それから指導者の人

的体制なども完全とは言えておりません。さら

には送迎などの体制も整っておらないことから

十分な整備がなっているということにはまだな

っておらないのが現状です。以上です。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 もう一つ大きく変わっ

たのは、以前は在宅介護支援センターと、こう

いう名前でしたかどうかちょっとわかりません

が、要するに要支援の部分を主に担当していく

というか、地域包括支援センターが新たに設置

されましたね。その部分というのはとても制度

的には手数のかかる仕事だというふうに思いま

す。どういう体制でやっているのかちょっと調

べてみました。 

 昨年はこの仕事をする人の一部を、健康課の

方の職員はもちろんそうですけども、それで不

足する分を臨時の資格を持ってる人を雇用して

やろうとしたんですね。だけど人が集まらなか

った、やってくれる人が採用できなかったです

ね。もっとも予算的にうんと低い額でしか組ん

でないから多分採用できなかったんだと思いま

す。ちょっとそこはもくろみが甘かったかなと

いうふうに、まず昨年度は初年度ですからそう

いうもんだろうというふうに思います。普通は

これくらい集まらなければ今みたいに、今年度

は派遣に頼ってるんですね。市の職員が何人の

うち、この資料に書いてあったかな。市の職員

が４人ですね。包括支援センターの市の職員が

４人で、派遣してもらってる職員が３人ですね。

慈光園さんから２人、リバーヒルさんから１人、

こういう体制というのは介護保険制度ができて、

ここの部分というのはもう絶対的に必要になっ

た部分だというふうに私は思います。 

 例えば21年度から新しい制度に変わったとし

ても、ここの部分というのは必要な部分だとい

うふうに思います。いわゆる介護保険制度があ

る限りずっと必要だというふうになるんだと思

いますね。その意味では、派遣する方もベテラ

ンの職員を派遣しなきゃいけないようになるん

ですね。その意味では、派遣する方だって事業

所は余力を持って採用してるわけではないんだ

と思いますね。派遣費用なんか決めるのは３月

の定例議会ですから、派遣要請するのに、予算

決まってから派遣要請してきたんでしょうか、

今年度の場合どうでしょうか。 
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○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 昨年から１人ずつ派遣

いただいておったわけでございます。この方々

については継続でお願いしておりました。さら

に慈光園さんの方からまたことしさらに１名派

遣いただいておるわけでございますが、この方

については当初臨時ということで募集をかける

予定でありました。予算的には150万円という

ふうな格好でございますが、慈光園さんの方で

もこの新しく派遣していただいた方につきまし

ては新しく採用された若い方でございます。新

採でございます。その方を派遣いただいてるわ

けですが、その方についてはやはり研修も兼ね

た格好で市の方に派遣いただいている、要する

に仕事になれて、包括支援センターですと介護

予防のプラン作成などもたくさんこなすことに

なりますので、より早く仕事を覚えていただけ

るというふうな観点からも研修も兼ねた派遣と

いうことで１名派遣していただいている現状で

あります。以上です。 ＋
○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 今の福祉事務所長の言

い方だと、研修のために逆に市の方にここの職

場にどうだとお願いされたように聞こえるわけ

です、そうじゃないんですね。ここの仕事とい

うのは、仕事の中身、見ていくと、それぞれの

事業所で所属したりしているケアマネージャー

さん方を指導していくような能力が必要だとい

うふうになってるんですよ、この事業の中身。

そのためにしている制度ですから、ここの部分

は、できればその人が研修に来るんではなくて、

もうしっかりとケアマネージャーとしての仕事

ができる、包括支援の仕事ができる人をそれぞ

れのところで派遣してると考えるんですね。臨

時職員雇うつもりだったというのは、150万円

というのは、絶対雇えない人だと思います、こ

この部分は。もともとやっぱり無理があるんで

すね、雇えっこないです、絶対、150万円で、

ケアマネージャーをしてきたような人であれば。

新しい人で間に合うんだったら別に、全く経験

ない人で間に合うんであったら、そういうとこ

ろお願いする必要なんかないわけでしょう。一

般に臨時雇用の職員を募集するというふうにな

ると思うんですね。その金額だと思います、こ

の150万円のいわゆる臨時職員の雇用というの

は。だけど、事業的には私はやっぱりそれでは

間に合わないんでないかというふうに思ってる

んです。 

 市長にそこで、お聞きしますけれども、市の

職員の中でも、４人いる中で、今年度入った人

が１人ですよね。あとは健康課の方の職員、ベ

テランが３人です。それと、派遣されている中

で２人はベテランですね、リバーヒルの方から

派遣されてる、慈光園から派遣されてる人はベ

テランです。要するに全体の中で２人が新人、

５人がベテランと、こういうふうになってるん

ですね。私は、介護保険制度、これからずっと

続くわけで、来年度も市の職員の人は採用しな

いというふうに市長表明してるようで、こうい

うところをどうしていくのかと、長井市内にい

るケアマネージャーさんを指導できるような人

がここの部門は必要なんですよ。介護保険制度

を続けていくわけでありまして、ここの部門は

本当に待ったなしだなというふうに私思ってる

んですね。これまでのようにずっと派遣をお願

いするんであったらそれなりにやっぱりしてい

かないといけないし、ただ市でしなければいけ

ない部分を常時ずっとこれから将来お願いする

ようにならないんじゃないでしょうかね。そう

いう意味では、その市の職員の雇用という関係

で市長に見解をいただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、確かに７名中２名が新

採だということで、大変業務の内容的にも忙し

い職場ですので、ご苦労をおかけしているとい
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＋

うふうに思っております。市の職員の１名につ

いては事務ということでございますので、その

辺なんかはいろいろ指導しながら、ある程度年

数はかかるかと思いますけども、これはしよう

がないのかなというふうに思っております。し

かしながら専門職につきましては、委員ご指摘

のとおり、特に保健師さんの方ですね、やはり

市としても将来的に採用ということを検討しな

きゃいけないなとつくづく思っているところで

ございます。なお、平成21年度に法改正になり

ますので、その改正を見据えた上で計画的に採

用していかなきゃいけないというふうに思って

おります。 

＋ ＋

 それから、昨年のリバーヒルさんの方から、

長井弘徳会から派遣いただいた職員の人件費に

ついては、当初臨時職員の金額しか計上してな

かったということで大変ご迷惑をおかけしたと

ころでございますけども、今年度は十分にさせ

ていただきました。しかしながら、今度、長井

福祉会から新採で来られた方の人件費分も昨年

と同じような形になってしまいましたので、そ

の辺は派遣いただいてる先とやっぱり十分に協

議しながらこの辺も進めていかなきゃいけない

というふうに思っております。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 市長は今年度十分にさ

せてもらってると言うけども、そうじゃないで

すよ。今、市の職員を採用した場合に、いわゆ

る中堅クラス以上のクラスですよ、平均給与、

諸経費まで入れると1,000万円かかるんでしょ

う。それと比べたら、うんと安い金額なんです

よ。だから、派遣に頼っていいんだというふう

には私はならないんだと思います。どこの事業

所もそうなんですけども、人材というのは一朝

一夕に育たないんです。何年もぎゅうぎゅうと

訓練して、その上でようやく１人つくるんです

ね。その重要なポストを貸してくれというわけ

ですから、やっぱり市の財政苦しいのわかるん

だけれども、介護保険事業はもうそういう進み

方をしてないということの認識を市長に持って

もらいたいんですね。待ったなしなんですよ。

というのは、ほかの事業所で採算ベースに乗ら

ないものが、制度上、金額的にもそうです、乗

らないものが市の方の仕事として来るんですか

ら、そういうふうな制度改定をしてるわけです

から、その意味では、市の方ですべき仕事はふ

えてくるんですよ。 

 特に先ごろまで問題になってたコムスンの問

題がありますね、全国的には。あれだけ大きな

組織が一瞬にして経営体を移していかなきゃい

けないと、こういう事態ですから、まあでもこ

のぐらい制度が大きく変わる、全国的に一本の

制度でいってる制度というのは私は本当にない

んでないかというふうに思いますね。だから市

の方としても、ここの部分を採用していて21年

度の改定のときにこの部分要らなくなったらど

うすんべと、こういう不安を多分抱えてるんだ

と思います。だけども、そうじゃありません。

介護保険制度が続く限り、崩壊しない限り、こ

この人はやっぱり確保しておかなきゃいけない

部分だというふうに思います。これは絶対的な

ものだと思いますね。その意味で、これまで日

常的に健診事業やなんかしてきた保健師さんが

いるわけですね。その中の３人と、あとそれ以

外で７人で構成しているわけですよ。少なくと

もやっぱり派遣してもらうというものにずっと

頼っててはいけない部分だというふうに私は感

じてるんです。だから、今そういう方向性を出

していただいたんですけれども、本当は来年度

からそうしてもらいたいところですから、今年

度はあと採用しないと言ったわけですから、そ

の体制をきちっと整えていくことが大切だと私

は思うんです。もう１回そこで、来年度から、

21年度からしかならないのかな、やっぱり、そ

こはどうですか。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 
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 ２つ目の高齢者世帯の除雪と雪おろし作業に

対する支援についてお伺いいたしたいと思いま

す。ここの部分というのは以前に質問したこと

があるんです、私は。どういう意味かというと、

ＮＰＯ関係の団体でそれを請け負ってくれる人

がいますね。除雪作業、機械を持っていってす

るという人がいると思います。12月の議会では

間に合わないんで９月にちょっと質問しておこ

うかなと思っていたところなんで。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、本当にこの介護事業は

これからもなくなるということはありえません

ので、そういった意味では、人材をいかに確保

するかだというふうに思います。しかしながら、

先ほど申し上げましたように、やはり今の７名

体制でも非常に少ないわけでございますけども、

しかしながら採用ということで市が直接保健師

さんを採用するのは20年度は予定しておりませ

んので、21年度の改正を見て、そこで判断させ

ていただければ大変ありがたいなと。 

 老人世帯というのはうちの中でじっとしてれ

ば、冬場に体調崩すという人は結構いるんです

よ。これも福祉事務所長の先にお聞きいたしま

すが、介護必要な方は、デイサービスに出かけ

ようとする場合に、冬場はじょぐちまで車入れ

られないと困りますね。交通渋滞が起きてるの

を時々私見かけます。ところが、そういう必要

なところ、老人だけの世帯だと、じょぐちを車

入れるほどあけておけないんですよ。あける力

がない。そういううちが結構あるんです。また

はヘルパーさんがうちに来てもらうときもそう

ですね。介護保険事業としては、ヘルパーさん

が在宅の方に訪問したときに、車そこに入れる

すき間がなければ、自分であけていかなきゃい

けないですね。そこは保険に該当しない、介護

保険の方では該当しないんじゃないですかね、

そこの時間は、どうですか。 

 なお、ほかの市町村の状況なども聞きますと、

長井はそれでもまだ体制的にはいいんだそうな

んですけども、実際かなりハードワークになっ

てるということでございますんで、十分これか

ら検討してまいりたいというふうに思います。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 今、介護保険関係の事

業所では、ケアマネージャーがいなければ事業

できないようになってますから、どこもやっぱ

り引っ張るんですよね。その意味では、自前で

育てていかないと、ケアマネージャーってすぐ

資格取れるわけじゃないですから、経験年数が

必要ですし、始まったころだって、看護師と医

師はそれなりの訓練してきてるから試験の中身

が違ったんですよ、最初から。それ以外、医療

関係以外に従事してきた人はそれなりに難しい

試験をパスしなければならなかったんですね。

経験年数もありましたし、その意味では、いつ

までも借り物ということでなくて、21年度から

はということでありますので、そこは了解をし

たいと思います。 

＋

○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 お聞きの点は、除雪し

て、そのじょぐちまで行く時間が介護保険の対

象になるかならないかというご質問だと思いま

すが、ちょっと私、今そこまで詳しく認識して

おりません。後ほど担当と調べてお答えさせて

いただきたい、紙で出させていただきたいと思

います。 

 仕事の中身としては、それぞれの事業所でや

っていることと、交流できるという意味では私

は、そこは成果が逆にあるんだと思います。だ

から、全く悪いことだけでなくて、そういう意

味では相互に学べるものがあるのかなというふ

うに思います。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 うちに行くところまで

は介護保険事業の中に含まれてます。問題は、

私有地になってから、じょぐちの除雪は含まれ

―２１９― 



 

＋

ていないんだと思います。これは以前からそう

ですから、時間的に含まれていません、多分。

なので、あいてないとすれば、そこをしなけれ

ばうちまで行けませんから、するしかなくなる

んですね。だけども、ヘルパーさんの場合には

もともと点数も低いですし時間も限られてます

から、やっぱりそこは老人世帯の部分というの

はじょぐちをきちっとあけておかれるような体

制をとっていく必要があるんでないかというこ

とで以前にも質問したんです。ＮＰＯでできる

からというような答えを多分いただいたんだと

思います。 

＋ ＋

 そこで、この「長井のふくし」という中、73

ページに除雪費支給事業というのがあるんです

ね。これは所得の制限があるんですよ。世帯の

生計中心者が前年度において所得税を課せられ

ない方ということと、親族、近隣者などから援

助が受けられない方というふうになるんですね。

これはこのとおりでいいと思います。問題は、

近隣で援助が受けられない方というのは、まず

雪は一斉に降りますから、近隣の人もまず自分

のところを急いでやって出勤するのに精いっぱ

いなんですよ、大体そういうもんでしょう。な

ので、地域の中で除雪機、大きいの持ってる人

います。農家やってる人なんかであれば、オプ

ションで除雪機をトラクターにつけてするやつ

なんか持ってる人おりますね。その人は極めて

個人的に、「どこそこは年寄りだけだから」と

いってやってくれてる人も私知ってます。だけ

ど、極めてしてもらう方もただでしてもらって

いるから、その都度何か持っていったりなんか

するんですね、気を使って、本人はそのつもり

なくたって。そういう意味では、逆にそういっ

た制度として地域の中に、例えば民生委員の方

がおられますね。その人がどこそこのうちはや

っぱりそういうふうにしてるし大変なようだと、

地域であそこではこういう機械持ってる人がい

るようだと、よくわかりますから、民生児童委

員してる人は熟知してますから、そういう意味

では、燃料費程度の助成をしていくようなスタ

イルを地域ごとにとっていければ、私は結構や

っぱり助かるんでないかなという感じがしてい

るんですが、福祉事務所長、どうでしょうか。

そういう、あるでしょう、やっぱり。介護保険

事業ではそこやっぱり含まれてないぞという部

分があると思います。そこに対して考え方をお

聞かせください。 

○安部 隆委員長 平 英一福祉事務所長。 

○平 英一福祉事務所長 委員のおっしゃるとお

りであると思っております。 

 それから、先ほど除雪作業の介護保険給付対

象ということでございますが、対象にならない

というふうな資料が届いております。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 今のところで私が提言

した、市長にお伺いしますが、そういうような

地域の中でやっぱり除雪できるようなことであ

れば、冬場スキー教えに行ってるなんていう人

がいれば何ともしようがないけども、農業やっ

てる人で協力願えるような人があると思います。

そういうようなことを検討してはどうかと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 例えば隣の飯豊町、白鷹でもしてるのかもし

れませんけども、町で除雪機を貸与して地域の

道路を除雪していただいてるという例がありま

す。詳しい中身、私聞いてないんですけども、

恐らく町の方ではその地域の委託を受けてくだ

さる方に、委員がおっしゃるような高齢者のひ

とり暮らしの世帯ですとか、あるいは何か事情

があってどうしてもそういう雪かきできない、

あるいは除雪できないというところも多分ケア

してるんじゃないかなというふうに思われます。

これ長井でもぜひそういった方向というのは検

討しなきゃいけない時代に来てるんだろうと思

―２２０― 

＋



 

います。しかしながら、具体的にどういったス

タイルがいいかということも検討していきたい

と思いますので、委員からのご提案を検討させ

ていただきたいということにしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 人口減、とまらないで

すね、長井は。それがあるんですよ。冬場は生

活するにえらく大変だなと、スキー場は雪いっ

ぱい降ったらうれしいばっかりでいいんですけ

ども、具体的に言うと、自分のこと考えると、

自分のことの老後を考えてもやっぱりそういう、

今、私56歳ですから、あと20年長井で生きると

すれば76歳ですね。屋根上って雪おろしはとて

も嫌だなと思うので、例えばどこか施設入所で

も検討するかなとか、子供が近くにいないわけ

ですから、一般的にそうなるんですよ。できれ

ば、じゃあ冬場なんか手のあんまりかからない

雪の少ないところに移り住むかなと、そうやっ

て移動していった人というのは私たくさん知っ

てる。人口減というのは、そこも一つやっぱり

要因が私はあると思います。そういう意味では、

地域の協力体制ももちろんそうですし、やっぱ

り幾ら年いったとしたって、人に何かをしても

らったら何かお礼をしんなねんだという感覚と

いうのはやっぱりあると思うんですよ。だけど、

それはそうでなくてやっぱり制度として、ＮＰ

Ｏのこの体制は私はとてもいい事業だと思いま

す。そういう事業でなくてもやっぱり地域の中

でやっていけるようなことを検討いただけると

いうことですから、そんなに時間を置かないで

検討いただきたいなというふうに思います。 

 ３点目に入ります。生ごみをレインボープラ

ンで処理するエリアとそれ以外の地域における

処理のあり方についてということでお尋ねいた

しますが、この部分は決算委員会で企画調整課

長にこの質問をするために聞いておいた件があ

るんですね。中央地区内で今5,000世帯から集

まっている生ごみ、本当はこの事業は生ごみは

決定的に減らしていきたいと考えていたんです

よね。レインボープランの事業というのはそう

なんです。そういう事業が始まったから生ごみ

はふだふだと出していいなんていうことを考え

たんでないんですよ。リサイクルとはいえど、

生ごみの量そのものはやっぱり減らしていく運

動というのは、私は逆にやっぱりプラントが動

き始めてから弱かったかなというふうに感じて

いるんです。なので、コンポストの販売は似た

ような状況だというふうに答えてましたが、い

わゆる生ごみの量はと、中央地区内で出る生ご

みの量が決定的に少なくなっていけば、周辺部

が入れられるわけですからね。そうではないこ

とが答弁の中でわかりました。 

 そこで、考え方として、私はやっぱりそうで

はなかったんだと思うんですね。一番最初、こ

のコンポストセンターをつくる少し前というの

は、どこの地区の生ごみ入れるかなんて何も話

ししてないんです、決めてないんです。その検

討は、私、ちょっと古い資料ですけど、こうい

う資料を持ってきた。「まちに恋して」という

これ、企画調整課でないです、企画課の時代に

出したやつですね。平成３年発行です。この冊

子を元議員の遠藤允さんは、「長井市にとって

は歴史的冊子になる」と、こういうふうに絶賛

していた冊子なんです。市長、これ見たことな

いですか。 

＋

  （「初めてみます」の声あり） 

○１７番 蒲生吉夫委員 これまちづくりの基本

になる、市長はやっぱりぜひこれ読んでおいて

もらいたいところですね。とてもわかりやすい、

絵をかいて、字はうんと少なく、私はずっとこ

れ持ってるんです。この中に、長井の農業の基

盤をつくる有機肥料の地域自給、こういう項で、

見出しだけ読んでいきますけど、生ごみのリサ

イクルシステムという項と安全な有機農産物を

地域に還元、健康な農地、農産物を長井の地域

―２２１― 



 

＋

ブランドにと、今見出しだけですけれども、こ

の時期にもうレインボープランの事業というの

は確立してるんです。これは快里（いいまち）

デザイン研究所、いいまちというのは快い里と

書いているんですね。そこの研究員の人たちが

研究して出した冊子なんです。とてもいい資料

だと私も思っております。問題は、この部分と

いうのは、生ごみをどうするかというところだ

けを検討してきたんです。それに基づいてやっ

ぱり生ごみ処理していかなければ、燃やしてい

けば油代はかかるし、これは何としても必要だ

というふうに、検討を始めてから約20年ぐらい

になるんです。ところが、その生ごみを集める

のは、周辺部は集めないというふうにプラント

をつくったときに決定したんですね。その費用

を全部かけたけれども、やっぱりその費用を還

元していくのは、堆肥は周辺部、主に、その恩

恵をこうむるのは中央地区内というふうになる

んですよ。 

＋ ＋ 私は、この前、谷口議員が質問していました

けども、ＥＭ菌の事業というのはとても大事な

事業だなというふうに思うんです。私たちも14

年、５年、６年ぐらい前になりますか、岐阜の

可児市というところに、ＥＭ菌の事業を市を挙

げてしてるので、研修に行ってきたんです。そ

の研修した後に、ＥＭ菌のぼかしと呼ぶのです

けども、もみ殻にぼかすんですよ。それを買っ

てきたんです。４人で行って、恐らく20袋入っ

てる１箱買ってきたんだと思いますね。５袋ぐ

らいずつ分けたんです。私、しばらく使いまし

た。使いましたが、ほかの菌に負けてしまうと

いうのが１つあります。それともう一つは、そ

のぼかしがなくなった時点で私はあきらめまし

た。途中で虫がついてくるんですね、とっても

いい香りするんで。そこの時点で私はその事業

をあきらめました。それぐらい古くからこのＥ

Ｍ菌というのはあるんです。 

 その事業の関係で、この前、谷口議員が紹介

してましたけども、インストラクター養成講座

と、こういうのを市民課の方にこの講座をする

時期にこの用紙を多分市民課の方に持っていく

ように私の方が話したんで、行ったんだと思い

ます。このことは、私すごいなと思ったのは、

この前、白鷹の水を浄化するためにＥＭだんご

をつくって、それの成果を試してるというふう

なことがありましたね。それと、その後に養豚

場のにおいが周辺住民からの苦情が来てるとい

うことで、新聞にありましたね。生活全般にこ

のＥＭ菌を使っていけば、いろんなところで成

果が出てくるぞという講座の中身なんですよ。

この全部で５回、15日は中央地区の運動会があ

ったみたいで、ここ出れない人がいっぱいいる

から後ろにもう１回同じ講座をするというふう

に言ってましたけれども、そういう意味では、

私は中央地区内のごみが減らない、減らせなか

った、周辺部の生ごみを処理するのには至らな

いと、どこの地区でもいいから本当はそこ減っ

てくれば投入できるんですよ。そういうふうに

考えていけば、やはりこういうＥＭ菌などの事

業を進めながら、市内の環境もそうですね、牛

や豚飼ってる、鶏飼ってるところというのはや

っぱり周りではあんまり言えなくって、やっぱ

りにおいするんですよ、風向きによっては。そ

ういう事業をやっぱり進めていく必要があるん

ではないかと思いますが、市長、いかがですか。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 委員の今いろんなお話をお伺いしてまして、

たくさんＥＭ菌以外にもそういったにおいを取

るような菌が今、開発されてるんだという話は

聞いておりますけども、いろいろ社会問題にな

ってるような部分がたくさんありますので、そ

の解決に、それが効果あるということであれば、

市としても、行政としても何かできることがあ

ればお手伝いしなきゃいけないかなというふう

に思います。 

―２２２― 
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○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 私も去年南陽の五十嵐

諒さんという、病院組合議会では私の隣なんで

すよ。去年あの人の講座があって、私も聞いて

きたんですね。ことしの６月の５日、長井の議

会の開会中ですけども、ちょうど休みの日だっ

たんで、南陽の川樋というところの笹さんとい

うところの養豚場に行ってきたんです。入る前

にホルマリンのバットを置いててくれて、足の

底をまず漬けて、余計な菌を運ばないようにし

てるんです。住宅地の中なんですね、周り。そ

れがまた養豚場ですから、豚ですね。牛のにお

いや鶏のにおいとまた違ったにおいするんです、

強いんですよ。去年のうちから、去年その笹さ

んに会ったんで、いつか見に行きたいというこ

とで行ったんで、このときに25人、私ら２人で

ちょっと別行動しなきゃいけなかったんで27人

で行ったんですけども、やっぱり悪臭みたいな

のがないんです。ハエもうんと少ない。その意

味では、今、市長が言われたように、いろんな

菌がいっぱいあるというふうに私も承知してま

す。だけどもなぜ、そういう社会的に問題にな

っているにもかかわらず、ＥＭ菌以外にもいっ

ぱいあるんだけども、使えないのかということ

があるんです。それはコストが合わなくてあき

らめてしまうんです、コストです。そのコスト

に間に合わないものであれば、そんな社会的問

題なんかなったって構わないでやりますよね、

事業は。におい消すためにだとか、そのために

だけ牛の販売、豚の販売よりも高くなるんでは

間に合わないわけですから、事業としては、そ

の意味では、さっき言ったようにもみ殻にぼか

したように、またはふやす方法もあるんですよ。

なので、これを使ってるんです。 

 私、ちょっと２つ、古い新聞ですけども、

2000年の７月11日にリサイクル新時代という件

で、こういう「豊かさのゆくえ」というテーマ

でずっと続けてる、14回目のやつに長井のレイ

ンボープランがこれ全部書いてあるんです。も

う一つは、同じシリーズの18回目に、生ごみの

堆肥化、家庭でも手軽にと、これが五十嵐議員

なんですね。2000年にこういうふうに連載があ

っているんです。レインボープランと決定的に

違うのは、レインボープランは組織的にすると

いうところが、組織的に生ごみを処理をして、

組織的にコンポストとして販売していく。微生

物を使っていくＥＭの場合には、個人の努力が

ないとできない、要するに自分のうちでしなき

ゃいけないわけですから。なので、私は可児市

で研究してきた後、あきらめたというのは、だ

れかと一緒に同じようにしていかないと、とて

もこんな、あきらめざるを得ないです。南陽市

は市を挙げてやってるんです、この運動を。ほ

とんど全市に１回広めたんです。ところが、や

っぱり結構手数がかかるので途中であきらめて、

その後どうなったかというのは私わかりません。

どれぐらいの人が今続けているかというのがわ

かりませんが、組織的にそうやって続けていく

ということがないといかないんではないかなと

いうふうに思うんですね。例えば市内の養豚場

または和牛や乳牛や鶏飼っているところなどか

ら、何も話ないですか、市民課長、そういうと

ころから、平たく言うと苦情だとか。意外と言

いにくい部分なんですよ、近くの人は。中道地

区もありますね。牛舎がありますね。近くの人

は行ったときにはこそこそっと言うけれども、

だけど表立って言えないというのがあるんです。

そういうふうなところをとらえてないですか。 

＋

○内谷重治市長 浅野敏明市民課長。 

○浅野敏明市民課長 お答え申し上げます。 

 市政座談会等でその悪臭の相談なんかはござ

います。北向地区、中道地区などはございます。

それから産廃の処理場のにおいなんかも一部の

地区から苦情等はお聞きしております。以上で

す。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

―２２３― 



 

＋

＋ ＋

○１７番 蒲生吉夫委員 私自身もあきらめた事

業ですから、自分で今からどうするというふう

にはならないわけですけれども、周辺部はもと

もと堆肥の切り返しをやってますから、私のと

ころも補助したコンポスターの中に生ごみ入れ

て、それに一振りずつやってました。だけども、

確かににおいは消えてくるし、効果はあります。

だけど、それは物がなくなった時点でやめた、

あきらめただけで、またこれを改めて菌を手に

入れてやっていくかというところまで、個人で

いけば、私はやっぱりこれ以上いかないという

ふうに思ったんでやめたんですけども、しかし

そのコンポスターに積み上げたやつは一たん外

に出して切り返しをして、その次の年に畑に散

布してます。してますが、えらく時間がかかり

ます。当然そういうふうになるわけで、やはり

コストや何かから考えても、そんなに選択肢は

私ないと思います。いい菌はいっぱいあります

よ。だけどもうコストだけで何ともならないと

いうのがあるんです。 

 その意味では、今回この五十川の遠藤かつゑ

さんというところに私、ちょっと来てくれと、

来てくれと言われたのはそんな難しい話でなく

て、「こういう事業をするし、受講する人は50

近く集まってるから手伝いは要らないけれども、

市で後援するような格好をとってもらえない

か」という話があったんで、簡単に言うと市民

課長のところにこういう人がいるから話聞いて

けろというふうに言って、簡単に言うと口きき

したんですよ、私は。悪い事業ではないと思っ

たんで、こういう事業はやっぱり周辺部ではこ

ういうものを進めていくしかないかなというふ

うに思っていたんで。そこで、今回この講座は

９月の29日までなんですね。土日、土日とずっ

としていくようで、私も少しばかり使って効果

はわかるんですけれども、やはりきっと生活環

境の方の係がこういうのに私かかわっていた方

がいいんでないかというふうに思うんですね。

市長、どうでしょうか、そういう考え方につい

て。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 今回のコーディネーターの養成

講座ですね、それは依頼文書というのは私も拝

見させていただきました。一般質問でも谷口議

員からありましたように、確かにいろいろ使い

道はある菌だなということで私も関心は持って

るんですが、今回後援については、講習会じゃ

なくて講演会、ＥＭ菌の理解を深めるための広

く市民向けの講演会的なものだったら市が後援

するということはいいだろうというふうに思っ

たんですが、インストラクターの養成講座とい

うことだったもんですから、ちょっと後退する

ような格好になるんですが、協賛ということで、

確かに市民の皆さんがなさるといいことですか

ら、協賛ということにさせていただくというこ

とで今回遠藤さんの方にお願いしたところでご

ざいます。 

○安部 隆委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 協賛でも何でもよかっ

たんですけども、私が言ってるのはそうでなく

て、市民課の中に生活環境係があるわけですね。

きちっと勉強する人をその中にやっぱりつくっ

ていく必要があるんでないかというふうに思う

んですね。市民の方からそうやって苦情が出て

きてると、それは、苦情が出てきたらほんなら

事業やめたらとも言えないわけでしょう。事業

を続けていくためにどうするかということです

から、やっぱり市民課長、どうですか。そこは

やっぱり係の中でいろんなことがあるぞと、そ

の中でどうするかという部分をきちっと勉強す

る人をつくっていかないと。これは周辺部なん

て堆肥のにおいがするのは、そんなの当たり前

だ、昔からまいてるもんだもんと言ってしまえ

ばそれまでです。だけども、そういう事態では

ないですよ、やっぱり。町の中にもそうやって

あるということなわけで、そこはどんなふうに

―２２４― 

＋



 

考えますか。 

○安部 隆委員長 浅野敏明市民課長。 

○浅野敏明市民課長 お答えいたします。 

 先日、ＥＭ菌のインストラクター、遠藤さん

でしょうか、生活環境係の方においでいただき

まして担当者がお聞きいたしました。大変ＥＭ

菌は農業、医療、教育、福祉などに幅広く使っ

て実績も上げてるというのはお聞きしておりま

して、非常に市としても使用については支援し

ていきたいというふうに考えております。今後

においても、ＥＭ菌のデータが今のところイン

ターネット等で見る程度しかございませんので、

もう少しデータの方を広く集めてみたいなとい

うふうに思っています。効果についても、どう

いう形で確認するか、今後検討してまいりたい

と思いますので、ぜひＥＭ菌、ほかの菌もいろ

いろありますから、この商品だけを市の方で勧

めるというのはなかなかほかのメーカーとのバ

ランスもありますので難しいと思いますが、研

究という形で今後携わらせていただきたいと思

います。以上です。 
＋

 

 

 大道寺 信委員の総括質疑 

 

 

○安部 隆委員長 次に、順位２番、議席番号４

番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 私の方から、通告して

あります２点について質問申し上げたいと思い

ます。できれば昼までに終わせという声があり

ますので……。 

 昼までに終わるようにできるだけしたいと思

いますので、簡潔なご答弁をお願いしたいと思

います。 

 まず、第１点につきまして、自主防災組織に

ついてであります。ご案内のとおり、日本は阪

神・淡路大震災、あるいは新潟中越地震など大

きな地震災害が起きまして、ことし７月16日に

は中越沖地震が発生をいたしました。そのほか

たびたび地震が発生しておりますし、今も首都

圏で大きな地震が起きるんではないかと、ある

いは東海地震が起きるんじゃないかということ

が予想されております。そういう場合には、こ

れまでにないような大きな被害があるというよ

うなことも調査ということで出てるようでござ

います。この地域におきましても、長井盆地西

縁断層帯が存在するということで、これらの地

震の発生確率あるいはその被害規模の予測など

も長期評価ということで行われておりますし、

その結果が出てるようであります。 

 一方では、地震以外にも、ご案内のとおり台

風も大変ここのところ大型台風ということで大

きな被害がありますし、局地的大雨と、昨日も

秋田、岩手を中心に洪水というふうな被害も相

次いでおりまして、防災に対する国民の意識は

非常に高まっていると、こういうふうに思いま

す。 

 こうした状況もあって、自分たちのまちは自

分たちで守るという地域住民の自衛意識と連帯

感に基づいた自主防災組織の結成が進んでいる

と、あるいは県も市町村もそれぞれこれを推進

しているというふうに言われております。長井

市としても、この結成について推進をしている

ということでありますけれども、現在その自主

防災組織の結成の状況についてどのようになっ

ているのか、まず市民課長にお伺いをいたしま

す。 

○安部 隆委員長 浅野敏明市民課長。 

○浅野敏明市民課長 お答えいたします。 

 ただいまお話ありました阪神・淡路大震災や

新潟中越地震の教訓から、自分たちの地域は自

分たちで守ろうというスローガンのもとに自主

防災組織が全国で結成されております。長井市

におきましても、平成19年７月末現在で33団体、

世帯数でいきますと約5,740世帯、組織率でい

―２２５― 


